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介
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内
閣
法
制
局
の
安
全
保
障
関
連
法
に
係
る
公
文
件
名
簿
へ
の
記
載
に
関
す
る
質
問
主
意
書

内
閣
法
制
局
が
安
全
保
障
関
連
法
の
扱
い
に
つ
い
て
公
文
件
名
簿
に
決
裁
日
を
「
五
月
�
日
」
と
記
載
し
て
い
た
と
平
成
二

十
八
年
九
月
二
十
六
日
の
毎
日
新
聞
朝
刊
が
報
じ
て
い
る
が
、
こ
の
記
事
に
つ
い
て

一

昨
年
九
月
に
国
民
が
公
文
件
名
簿
に
つ
い
て
情
報
開
示
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
安
保
関
連
法
案
の
受
付
日
は
空
欄
、
決
裁
日

は
「
五
月
�
日
」
、
進
達
日
は
空
欄
に
な
っ
て
い
た
と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
記
載
に
な
っ
た
理
由
お
よ
び
経
緯
に
つ
い
て

説
明
さ
れ
た
い
。

二

今
年
五
月
に
毎
日
新
聞
社
が
同
文
書
の
開
示
請
求
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
受
付
、
決
裁
、
進
達
は
す
べ
て
法
案
が
閣
議
決
定

さ
れ
た
「
五
月
十
四
日
」
に
修
正
さ
れ
て
い
た
と
あ
る
が
、
こ
の
修
正
を
行
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

毎
日
新
聞
に
対
し
て
開
示
し
た
文
書
で
は
、
五
月
十
四
日
に
受
付
を
行
い
、
法
案
審
査
を
受
け
て
直
ち
に
決
裁
し
て
お

り
、
政
府
は
同
日
に
閣
議
決
定
を
行
っ
て
い
る
。
通
常
の
法
案
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
速
さ
で
決
裁
を
行
っ
た
理
由
は
何

か
。
ま
た
、
他
に
も
受
付
か
ら
閣
議
決
定
が
一
日
で
行
わ
れ
た
例
は
あ
る
か
。
あ
れ
ば
事
例
を
挙
げ
ら
れ
た
い
。

四

毎
日
新
聞
が
こ
れ
ら
の
経
緯
に
つ
き
内
閣
法
制
局
に
確
認
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
「
開
示
請
求
者
以
外
へ
の
問
い
合
わ
せ
に

は
応
じ
な
い
」
と
回
答
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
総
務
省
は
同
新
聞
の
取
材
に
対
し
「
第
三
者
へ
の
問
い
合
わ
せ
に
答
え
て

一



も
問
題
な
い
」
と
の
見
解
を
示
し
た
と
あ
る
。
開
示
文
書
へ
の
問
い
合
わ
せ
に
対
す
る
対
応
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
は
如

何
。

右
質
問
す
る
。

二


